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大学運営会議（第１７回）議事要録

日 時 平成２５年１月７日（月）午後１時３０分～午後２時１９分

場 所 中会議室

出 席 者 学長、総務担当理事、財務担当理事、連携担当理事、学務担当副学長、

附属図書館長

配 付 資 料 資料１「国立大学法人宮城教育大学学則の一部改正について（案 」）

資料２「国立大学法人宮城教育大学法人文書管理規則の一部改正について

（案 」）

「 （ ）」資料３ 国立大学法人宮城教育大学法人文書の集中管理の推進の方針 案

資料４「国立大学法人宮城教育大学法人文書の集中管理の推進の方針第４条

第１項第２号の取扱いについて（素案 」）

資料５「日本国宮城教育大学と中華民国中華大学との間における学術交流に

関する協定書（和文及び中文 」）

日本国宮城教育大学と中華民国中華大学との学生交流附属協定書 和「 （

文及び中文 」）

「日本国宮城教育大学と中華民国国立高雄大学との間における学術交

流に関する協定書（和文及び中文 」）

「日本国宮城教育大学と中華民国国立高雄大学との学生交流に関する

覚書（和文及び中文 」）

資料６「宮城教育大学教育学部教育課程及び履修方法に関する規程の一部改

正について」

資料７「学生がインフルエンザにかかった場合の対応について」

資料８「平成２６年度入試日程」

議 事

１２月２１日開催の大学運営会議（第１６回）の議事要録は、確認された。

１．大学の管理運営について

（１）国立大学法人宮城教育大学学則の一部改正について

総務担当理事から、配付資料１に基づき、改正の趣旨及び改正案の内容について

説明があった後、第６０条の内容について種々意見交換が行われ、審議の結果、原

案どおり了承の上、教育研究評議会に諮ることとした。

（２）国立大学法人宮城教育大学法人文書管理規則の一部改正について

総務担当理事から、配付資料２に基づき、改正の趣旨及び改正案の内容について

説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

（３）国立大学法人宮城教育大学法人文書の集中管理の推進の方針の制定について

総務担当理事から、配付資料３に基づき、制定の趣旨及び方針の内容について説

明があった後、種々意見交換を行った結果、第２条の内容について再度検討の上、

次回以降の大学運営会議で継続審議することとした。

（４）国立大学法人宮城教育大学法人文書の集中管理の推進の方針第４条第１項第２号

の取扱いについて

総務担当理事から、配付資料４に基づき制定の趣旨及び取扱いの内容について説

明があり、種々意見交換を行った結果、本取扱を制定することについて了承され、

詳細については、今後、関係委員会で検討することとした。
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（５）中華大学、国立高雄大学と宮城教育大学との国際交流に関する協定書の締結につ

いて

総務担当理事から、配付資料５に基づき報告があった。

（６）宮城教育大学教育学部教育課程及び履修方法に関する規程の一部改正について

学務担当副学長から、配付資料６に基づき改正の趣旨及び改正案の内容について

説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

（７）学生がインフルエンザにかかった場合の対応について

学生課長から、配付資料７のとおり周知することについて提案があり、種々意見

交換を行った結果、了承された。

（８）平成２５年度オープンキャンパスの日程について

入試課長から、配付資料８に基づき報告があった。

（９）その他

なし

２．教育研究評議会（第９回 、教授会（第７回 、経営協議会（第４回）の議題確認） ）

について

議長から、配付資料に基づき説明があり、今後議題の追加等がある場合は総務課総

務係に提出することとし、確認された。

３．その他

なし

以 上


